
番号 自治体名
補助金制度の名
称及び開始年度

補助制度の背景・目的 補助の対象となる団体
補助の対象となる事業
（分類するとしたら、団体運営費的か
事業費的か）

総事業費
（千円）

補助率及び補助率の考え方、補助金上限
額、応募団体数のうちの採択団体数

スケジュール
審査方法及び審査結果の公表
項目（順位、点数）

情報公開
の方法

原資の調達（一般
財源か特定財源
（基金を設置して
実施している事
業））

成果報告会
の有無

確認検査の
有無、有の
場合、時期,
方法

事業の振り返
りの場の有
無、有の場合
は方法

評価 見直しの経緯
今後の課題及び見直しの予
定

1 岩手県 特定公益信託いわ
てＮＰＯ基金

平成13年度から

【背景】
ＮＰＯ活動は、自主性･自立性を確
保するため、行政の支援や介入を
避けるべきであるが、ＮＰＯを含め
た団体は、活動を継続するために
財政面と人的な課題があり、活動資
金に関する支援の要望が多いこと
から、当面、活動基盤整備のための
行政の財政的な支援が必要とされ
た。
【目的】
県内で公益的な活動を行っている
団体の活動に対して助成することに
より、団体の安定的かつ継続的な
活動を促進し、「新しい岩手づくり」
の推進に寄与する。

県内においてＮＰＯ活動を行っている団体及
び個人

県内で実施される公益的な事業で、他の
公的助成、補助を受けていない活動（事
業費的）

10,600千円 【入門コース】
ＮＰＯ活動をはじめようとする団体及び個人
助成額…一律10万円（活動費の10/10）
採択団体数…22団体中18団体
【展開コース】
ＮＰＯ活動を本格的に展開しようとする団体
及び個人
助成額…上限100万円（活動費の8/10）
採択団体数…29団体中9団体

募集期間：10月上旬～中旬
書類選考：10月下旬～11月下
旬
書類選考結果通知：12月中旬
公開審査会・審査結果公表（展
開コース）：2月上旬
助成金交付：4月上旬
実施期間：交付日～3月
事業報告会：9月

書類審査及び基金の運営委員
会による審査会

審査結果の公表は、採択団体名
のみ

ＮＰＯ支援
センターへ
の書類配
架、ウェブ
サイト

特定公益信託 展開コース
のみ有

有

中間（9月）及
び事業終了
後、いずれも
書類確認によ
る

無 　13年度から17年度の実
施事業は延べ118件で、
約4千万円を助成してき
た。
　県内の法人認証数の順
調な伸び、特色あるＮＰＯ
の取り組み、協働事例の
増加に、ＮＰＯ基金による
助成が貢献しているもの
と考える。

基金設置後、大幅
な見直しはない。

①事業実績や団体の活動状
況などの情報公開が十分で
ない。
②民間からの寄附を促進す
る仕組みを構築するため、特
定公益信託化したが（平成
16年7月）、寄附実績がな
い。

2 宮城県 みやぎＮＰＯ夢
ファンド事業
平成１５年度か
ら（助成は平成
１６年度から）
〔みやぎＮＰＯ
夢ファンドの運
用は，宮城県と
ＮＰＯ法人せん
だい・みやぎＮ
ＰＯセンターと
の協働によって
運営され，宮城
県内のＮＰＯの
団体に助成。
このファンド
は、ＮＰＯ法人
せんだい・みや
ぎＮＰＯセン
ターが運営して
いる「地域貢献
サポートファン
ドみんみん」の
中の冠ファンド
として運用され
ています。〕

[背景]
　ＮＰＯの活動資金については，
本来、個々の活動の公益性･社会
的意義の適正な評価に基づいた，
市民・企業等の自発的寄附によっ
て賄われるべきものであるが，公
益活動の対価が実際の寄附に結び
すくようないわゆる寄附文化の醸
成が未成熟であり，かつ昨今の経
済情勢により企業等の寄附意欲も
減退していることから，民間から
の寄附ばかりを期待することも困
難な状況にあること。

[目的]
　ＮＰＯが自らの目的に即した公
益活動を展開する上で必要とされ
る活動資金について，県拠出金と
市民・企業等からの寄附金を原資
とするファンドから一定年限助成
することにより，ＮＰＯ資金支援
の自主・自律的かつ継続的活動を
促進する

助成金応募団体の要件

　営利を目的とせず、公益的・社会的な活
動を継続的に行う宮城県内のＮＰＯ。活動
の分野、法人格の有無などは問わない。た
だし、以下のいずれにも該当することが必
要。
・１０人以上の会員で組織し継続した活動
をすでに行っている（または、これから
行っていく）団体であること。
・申請した事業を適切に実施できる能力を
持った団体であること。
・助成金交付が決定した際に、団体の活動
に関する様々な情報を継続的に広く社会に
発信していくことができる団体であるこ
と。
・政治活動、宗教活動を目的とした団体で
ないこと。
・暴力団もしくはその構成員の統制の下に
ないこと。
・その他法令、公序良俗に違反する行いが
ないこと。

１　人材育成支援プログラム ＮＰＯ
が、団体の運営や意思決定などに中心
的に関わる人を対象に、団体内部で研
修事業を実施するときの経費の一部を
助成。
２　ステップアップ支援プログラム 本
県のモデルケースへの発展が期待され
る非常に公益性の高い事業を実施する
ＮＰＯ（または、そのネットワーク団
体）に対して、その事業費の一部を助
成します。
３　スタートアップ支援プログラム す
でに活動している団体が新規事業を立
ち上げるときやこれから活動を始める
団体に、その初期費用の一部を助成し
ます。

１０年間で
50,000千円
＋　寄附金

１　人材育成支援プログラム
・助成額　１０～１５万円（１万円単
位）
・助成率　総事業費の３／４以内。
　　総事業費の１／４以上の自己資金
（研修参加費、団体負担金など）が必
要。

２　ステップアップ支援プログラム
・助成額　１００万円
・助成率　総事業費の４／５以内。
（総事業費は１２５万円以上）
・助成期間　最大３年間連続
　　（助成期間は１年間、２年間、３年
間の選択が可能。但し、毎年審査を実
施。）
・助成申請書により、助成期間（最大３
年間）全体の事業計画・収支計画などを
策定できることが条件となる。

３　スタートアップ支援プログラム
・助成額　１５～２０万円（１万円単
位）
・助成率　総事業費の４／５以内。
　　　総事業費の１／５以上の自己資金
（参加費、団体負担金など）が必要。

平成18年度
募集期間：H18年2月20日～4
月10日
第１次審査：４月中旬～４月
下旬
第２次審査：5月20日・21日
助成決定：5月
助成事業報告会：H19年1月13
日
報告書提出：4月末日

運用委員による第１次審査
（書類審査），第２次審査の
結果を元に宮城県が助成先を
決定。
点数及び順位をWebサイトで公
開

Webサイト 県の拠出金（一般
財源）と県民・企
業等からの寄附金

有
助成事業報
告会：H19
年1月13日

有
H19年4月末
日までに報
告書提出。
運営者（NPO
法人せんだ
い・みやぎ
NPOセン
ター）によ
る審査

有
・事業全体に
ついては，運
用委員会を実
施。
・助成団体に
は，成果報告
会での報告，
事業報告書の
提出により振
り返りをして
いる。

3 山形県 東北公益文科大
学「ＮＰＯ応援
団」事業支援補
助金

補助事業Ｈ15～
17
（委託事業Ｈ
14）

【背景】市民が公益の新たな担い
手となり活躍するときに、当該事
業を円滑に立ち上げるためには、
人的資源と資金の調達が課題とな
る。一方、Ｈ１３に「東北公益文
科大学」という「公益学」を専門
とする大学が新設されたことを契
機に、大学と連携した支援システ
ムを構築し、今後の市民活動振興
の最大の強みとする。
【目的】主に立ち上げ段階の市民
活動や市民団体に対して、活動の
資金と大学の智恵・学生のマンパ
ワーとをミックスさせた支援を実
施し、山形県内の市民活動を活性
化する。

東北公益文科大学

（注）
　県から大学へ事業費の一部を補助。大学
では、この助成金を活用しＮＰＯに対する
補助事業を実施。（事業を公募し、助成）

　補助対象は、県内に主たる拠点のあるＮ
ＰＯ。

【事業費補助】
・市民が主体的に行う非営利公益活動
に対する助成。大学の教員に助言・協
力と学生の活動への参画が加わる。

・消耗品費、旅費交通費、会議費、資
料購入費、印刷製本費、通信費、報酬
手数料などの事業の実施に直接必要と
なる経費。

　２，６５
０

うち、ＮＰ
Ｏに対する
助成金
　２，５１
０

審査会で決定された額

補助上限額：　無し
（おおむね30万円～40万円の助成）

採択団体：16団体から応募があったうち9
団体

募集期間：6／21～7／12
１次審査（書類）：7月中旬
２次審査（公開プレ）：7／
31
交付決定：8月上旬
実施期間：交付決定後～3月
額の確定：3月下旬
成果報告会：3月下旬

書類審査及び外部審査委員を
含む審査会

公開プレゼンテーションによ
る審査

当選団体名と助成額を公表

大学のＨ
Ｐ

一般財源 有
（3月下旬
実施）

有

事業終了後
書類検査（4
月下旬）

無 　平成14年度の委託に
始まり、平成15～17ま
で3ヵ年間補助
　当該事業費補助金に
は、ＮＰＯ活動支援の
他に、「公益学」を専
門とする大学とＮＰＯ
とのネットワークづく
り支援の意味合いも含
まれていたが、大学も
開学４年目を向かえ、
ＮＰＯとの一定程度の
良好な関係も構築でき
た。
　この支援事業の実績
を踏まえ、平成18年5月
には、大学独自で「地
域共創センター」を立
ち上げ、ＮＰＯと大学
との共創の拠点を整備
した。

左記の理由及び県
の新規事業（ＮＰ
Ｏ協働企画提案事
業）への財源振り
替えの必要性か
ら、平成17年度で
当該補助事業を終
了。

ＮＰＯ活動を資金面から広
く県民で支える新たなシス
テム構築が必要と考えてい
る。

4 福島県 補助金ではない
が、

公益信託うつく
しま基金

平成１５年度か
ら

[背景]「うつくしま未来博成果継
承基金」を原資として「参加と連
携による地域づくり」を推進する
ために創設されたもの。
[目的]県民が取組む地域づくり活
動に対して資金援助することによ
り、公益的活動を行う団体・個人
等の安定的かつ継続的な活動を促
進し、「参加と連携による地域づ
くり」の推進に寄与すること。

県内で公益的活動を行う団体（法人はＮＰ
Ｏ法人に限る）、グループ及び個人（個人
の場合は共同参画者２名以上）

（事業費的）
特定非営利活動促進法別表に規定する
17分野の活動に係る経費

75,000
程度

○スタートアップコース･･･10万円
  助成率10/10

○発展事業支援コース･･･100万円
    活動実績があるときは500万円
  助成率8/10

○自治体との協働コース･･･1,000万円
  助成率10/10

募集期間：9/22～10/24
書類審査:12/10～1/10
公開審査：3/4
交付決定：3/4
実施期間：4/1～3/31
成果報告会：7/16

公益信託運営委員による書類
審査及び公開審査

審査結果は、落選も含め順
位、点数も公表

ホーム
ページ

有 有
事業終了
後、実績報
告書による
書類検査

有
発展事業支援
コースと自治
体との協働
コースについ
ては、公開に
よる活動発表
会を実施し、
運営委員から
評価とコメン
ト

これまで、328件28,054
万円の助成を行った。
地域づくりの推進に貢
献し、助成団体の社会
貢献活動の活性化に成
果が認められる。 受託者は、書類検査だけで

なく、現地検査を検討して
いる。

【平成１７年度補助金事業の調査・都道府県】　　
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（分類するとしたら、団体運営費的か
事業費的か）

総事業費
（千円）

補助率及び補助率の考え方、補助金上限
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評価 見直しの経緯
今後の課題及び見直しの予
定

5 茨城県 ご近所の底力助
成事業

平成１６年度か
ら

[背景]近年、地域における連帯感
や公共心が希薄化し、地域コミュ
ニティの機能低下が懸念される
中、身近な場所での犯罪の増加や
福祉、環境の問題など地域の抱え
る問題が複雑かつ深刻化してい
る。
[目的]地域の皆さん自身の手によ
る「地域を良くしていく」ための
取り組みを支援するため，自治
会・町内会をはじめとする地域活
動団体が自主的に行う地域福祉
や、環境保全、青少年健全育成、
防犯・防災、交通安全、地域の活
力づくりなど、地域コミュニティ
の再生・活性化に寄与する新たな
取り組みに対し助成やアドバイ
ザー派遣、情報提供等の支援を行
うことで，地域コミュニティの再
生・活性化を図り、誰もが安全・
安心で快適に暮らせる地域づくり
を進めることが目的。

地域に根ざした活動を行う団体・グルー
プ。（自治会，町内会，老人クラブ，子ど
も会，ＰＴＡ，地域女性団体，ボランティ
アグループ等）

◆適用除外
運営費に県の補助等を受けている団体・グ
ループ。営利活動を目的とする団体及び政
治団体や宗教団体，過去に本事業による助
成を受けた団体・グループ。

【事業費的】
印刷製本費，通信費など，地域活動を
行うのに必要な事業経費を助成。
団体・グループが自主的に取り組む地
域に根ざした活動で，次の要件全てに
該当するもの。（複数の団体・グルー
プが連携・協働して実施する活動も対
象）
・新たな取り組みであること、又は、
従来の活動の拡充・強化を図るもので
あること。
・一定の区域（概ね自治会・町内会か
ら小・中学校区まで）で行われる活動
であること。
・助成対象事業は，当年度中に実施さ
れる事業であること。
◆適用除外
・団体・グループの運営に係る経費
（人件費、光熱水費、家賃等）
・審査会において、適当と認められな
い経費
・国又は県の助成を受けて実施する事
業は助成対象から除く

14,500 【事業費的】
助成率…交付決定団体数により変動。
(H17年度75%）
助成金上限…1団体10万円、
採択団体数…356団体応募があったうち
149団体

助成率の考え方…多くの活動を支援対象
にしたいことから申請件数を勘案して75%
に設定。

＊必要経費が10万円に満たない場合はそ
の額を助成額とする。

募集期間：4/28～6/17
審査会選考：6月下旬～7月中
旬
交付決定：7月下旬
実施期間：交付決定後～3月
額の確定：事業終了後(3月)

書類審査及び外部審査委員を
含む審査会

審査結果の個別公表はしてい
ない。
問い合わせがあった場合も審
査結果の詳細は対応していな
い。順位も教えていない。

Ｗｅｂサ
イト，各
種広報媒
体

一般財源 報告会とし
ては実施し
ていない
が，以下の
とおり助成
団体のノウ
ハウを活用
した仕組み
がある。
◆助成団体
による事例
発表（県民
大会）
◆助成団体
活動の活用
（人づくり
セミナー）
◆優良活動
団体顕彰
◆事例集の
作成・配布

有

事業終了後
書類検査

有

「ご近所の底
力再生事業推
進プロジェク
ト会議」で随
時実施

　制度をスタートさせ
た平成16年度から18年
度までの間437団体に対
し助成を行ってきた。
　これら団体の活動や
状況を調査したところ
助成が終了してからも
自主的で自発的な活動
を継続しており，この
助成事業を通じて県内
全域において地域コ
ミュニティ再生につな
がる「きっかけづく
り」の成果を上げるこ
とができた。

無し 平成１８年度までの三ヶ年
事業。平成１９年度以降の
実施の有無については今後
検討。

6 群馬県 ティーンズコ
ミュニティボラ
ンティア支援事
業

平成１５年度か
ら

経済面で制約の多い高校生や大学
生などの若者が行うボランティア
活動を経済面で支援することで、
若者のボランティア活動の振興を
図る。

ボランティアを行う団体であって、以下の
各号の基準を満たすものとする。
（１）日常、ＮＰＯ・ボランティアサロン
ぐんまを活動拠点にしていること
（２）グループ員の過半数が２０歳未満で
あること
（３）概ね５人以上の人数を有するグルー
プであること

（事業費的）
（１）県内で実施されるボランティア
活動
（２）参加者自らが企画・実施を行う
ボランティア活動

300 補助率･･･10/10
補助金上限･･･１団体10万円
採択団体数･･･２団体応募があったうち２
団体

募集期間：通年 募集要領に該当しているか内
部審査を行い採択を決定

特になし 一般財源 無 無 無 平成１５年度の制度実
施から、高校生や大学
生のボランティア活動
を中心に補助を行い、
多くの若者のボラン
ティア活動への参加に
つながるなど、一定の
効果があった。

無 補助団体が固定化しつつあ
るので、補助対象を広げて
いく検討が必要。

7 埼玉県 ＮＰＯ活動促進
助成事業
（１）ＮＰＯ法
人設立支援助成
(スタートダッ
シュ事業）
（２）ＮＰＯ活
動本格化支援助
成（ステップ
アップ事業）

開始年度平成１
６年度

（１）県内でＮＰＯ法人を立ち上
げる団体（２）ＮＰＯ活動をこれ
から本格的に展開しようとするＮ
ＰＯ法人に対し財政支援を行うこ
とにより、ＮＰＯ法人の自立とそ
の活動を促進する。また、寄附金
を活用し、寄附者の意思を尊重し
た助成をすることにより、ＮＰＯ
活動の裾野を広げる。

（１）ＮＰＯ法人設立支援助成（スタート
ダッシュ事業）
次のいずれかに該当する団体
①基準日（６月１日、１２月１日）現在、
埼玉県知事にＮＰＯ法人の設立認証申請中
であること
②基準日現在、埼玉県知事から法人設立の
認証を受けてから６ヶ月以内であること
（２）ＮＰＯ活動本格化支援助成（ステッ
プアップ事業）
①基準日（６月１日）現在、設立登記が完
了してから３年以内であること。
②埼玉県内に主たる事務所を有し、主に県
内で活動していること

（１）（団体運営費的）設立までにか
かる経費や特定非営利活動に係る事業
を開始するための経費等、設立初期段
階で必要とされる経費①設立総会・記
念講演費②広報費③事務所開設費④そ
の他、法人設立に必要と認められる経
費及び特定非営利活動に係る事業を開
始するための経費
（２）（事業費的）埼玉県内において
ＮＰＯ活動をこれから本格的に展開し
ようとするＮＰＯ法人が、新たに実施
する事業の経費。①会議費②通信運搬
費③旅費交通費④機材レンタル料⑤物
品購入費（備品は、助成対象経費の２
０％、２５万円限度⑥印刷製本費⑦講
師謝金⑧人件費（助成対象経費の２
０％、２５万円限度）⑨その他事業実
施に必要と認められる経費

13,135
(1)6,000
(2)6,000
事務経費
1,135

（１）補助率…10/10
補助金上限…1団体30万円、
採択団体数…前期38団体応募があったう
ち11団体
後期51団体応募があったうち12団体
（２）補助率…4/5
補助金上限…1団体100万円、
採択団体数…34団体応募があったうち8団
体

募集期間：5月下旬～6月中旬
書類審査：6月下旬～7月下旬
第2次審査（公開プレゼン
テーション、ステップアップ
事業のみ）：8月初旬
交付決定：8月中
実施期間：交付決定後～2月
末
額の確定：3月上旬～下旬
成果報告会：3月下旬(ステッ
プアップ事業のみ）

埼玉県ＮＰＯ活動促進助成運
営委員会（学識経験者、ＮＰ
Ｏ活動実践者等で構成）で審
査、選考を行う。

審査結果は、順位のみ公表し
ている。

Ｗｅｂサ
イト

特定財源 有
（２）ス
テップアッ
プ事業のみ
実施

有

事業終了後
書類検査、
現地調査も
実施

有

事業報告会後
の委員会で助
成事業の見直
しを実施。

両事業の助成団体に
は、もれなく現地調査
を実施して団体の事業
成果や今後の事業展開
の計画について情報を
収集し、今後に生かす
こととしている。さら
に一昨年度助成を受け
た団体に対して、追跡
調査を実施し、助成事
業実施後の活動の現状
について報告を受け
た。ステップアップ事
業の実施団体には、事
業報告会時に事業の自
己評価シートを作成し
てもらい、委員会の委
員がそれをもとに講評
を行う形で事業評価を
実施している。事業報
告会においては、委員
会の委員から各団体の
事業について概ね好意
的な評価をいただいて
いる。

（１）認証申請時
に提出した設立趣
旨書、２年分の事
業計画書、収支予
算書を助成金申請
の添付書類として
追加。

（１）パソコン等事務所開
設費用の助成から、法人の
核となる事業を始めるため
の事業助成に見直しをす
る。（１８年度見直し済）
（１）申請書類のうち、定
款、設立趣旨書の添付を省
略。（団体概要に定款に明
記された目的等と事業計画
書に活動履歴を記載しても
らうことで対応）
（１）と（２）両方の事業
の応募資格のある団体は、
どちらか一つを選択しても
らう（１８年度見直し済）
（２）①ＮＰＯの事業実施
の際のマネジメントサポー
トについて②事業展開に広
がりをもたせるための広報
計画について（１８年度審
査項目に追加）

8 千葉県 ＮＰＯ活動費補
助金事業

平成１４年度か
ら

[背景]主体的に地域の課題解決に
取り組むＮＰＯは新しい社会サー
ビスを提供する担い手として注目
されているが、ＮＰＯの資金調達
は容易ではなく、ＮＰＯの活動を
活性化するために、ＮＰＯの自立
や自主性に配慮した支援が必要と
されていた。
[目的]新しい社会サービスを提供
する担い手として注目されるＮＰ
Ｏの自立を促進し、継続性、自発
的な活動を支援して、県内のＮＰ
Ｏ活動全体を活性化することが目
的

【種別Ａ：スタート・自立支援】
設立後２年未満の団体。
【種別Ｂ：新たな活動展開支援】
過去の活動実績２年以上の団体。

【種別Ａ】（団体運営費的）
組織として活動を行う際に必要不可欠
な機材・備品の購入や活動拠点の修繕
費など、組織として責任をもち、継続
して活動を実施する体制を整えるため
に必要な経費を対象。
【種別Ｂ】（事業費的）
地域の課題を解決するために既存の事
業から新たな事業活動へチャレンジす
るプロジェクトを応援する。会議費、
旅費交通費、印刷製本費、通信費、諸
謝金などの活動や事業に直接必要な経
費及び事業を実施する上で必要となる
人件費、光熱費等。

    8,617

[内訳]
【種別Ａ】
4,700
【種別Ｂ】
3,917

【種別Ａ】
補助率…環境整備費10/10
補助金上限…1団体30万円、
採択団体数…30団体応募があったうち16
団体
【種別Ｂ】
補助率…1/2、
補助金上限…1団体60万円、
採択団体数…22団体応募があったうち7団
体

補助率の考え方…1/2は過去の事例で認め
られていたため。環境整備費について
は、これから立ち上げるＮＰＯ対象であ
り、整備費用等10/10補助とした。

募集期間：4/15～5/15
書類審査：5月下旬～6月中旬
第2次審査：6月24日
交付決定：7月中
実施期間：交付決定後～3月
額の確定：3月上旬～下旬
成果報告会：4月

書類審査及び外部審査委員を
含む選考会

審査結果の公表については、
審査員のコメントのみ。
問い合わせがあった場合は、
点数のみ教えている（改善の
参考になるので）。
順位は教えていない。

Ｗｅｂサ
イト

一般財源 【種別Ｂ】
のみ有

有

中間及び事
業終了後

中間は現地
調査、事業
終了後書類
検査

有
「成果報告
会」で実施。
なお、「ＮＰ
Ｏ活動費補助
金事業検討会
議」で実施予
定

　制度をスタートさせ
た平成14年度から17年
度までの間121団体に対
し、補助を行ってき
た。
　これら団体のその後
の活動状況を調査した
ところ、全ての団体が
活発な活動を継続して
おり一定の成果を上げ
ることができた。

補助額の上限の変
更【種別Ａ】を20
万円から30万円。
【種別Ｂ】を50万
円から60万円。
【種別Ａ】につい
ては、環境整備費
を主な補助対象と
し、一部事業費へ
の補助を加えた。
応募資格として活
動歴等の条件を設
けた。

【種別Ａ】については、パ
ソコンやデジカメなどの情
報機器の申請が増えてお
り、汎用性があり採択の判
断が難しい。
【種別Ｂ】は団体単独の活
動としては一定の成果が見
られるものの他の主体との
連携や地域への広がりまで
には至っていない。

9 神奈川県 「かながわボラ
ンタリー活動推
進基金２１」の
ボランタリー活
動補助金（平成
13年度開始）

背景としては、県民ニーズが拡
大、多様化する中で、ボランタ
リー活動が果たす役割が極めて重
要であるとの認識に立ち、活力が
あり、心豊かにくらせる地域社会
を築いていくために、県とボラン
タリー団体等が協力し合い協働し
て事業を進めていくことや、その
活動を促進するための支援を目的
として設置。ボランタリー活動補
助金の目的は、ボランタリー団体
等が地域社会が抱える課題の解決
に向けて自発的に取り組む事業
や、社会システムの改革を目指し
てチャレンジする事業などを立ち
上げたり、新たな事業展開を図ろ
うとする事業に補助すること。

不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与
することを目的とする非営利の事業（宗
教、政治、選挙活動を除く。）に自主的に
取り組む特定非営利活動法人、法人格を持
たない団体及び個人（ボランタリー団体
等）

事業費補助 19,110 事業に要する経費（ボランタリー団体の
事務所の賃借料、光熱水等の管理費は原
則として対象外）から、国又は地方公共
団体の補助金等を控除した額の2分の１と
200万円のいずれか低い額を上限。継続交
付は最長3年で、年度ごとに神奈川県ボラ
ンタリー活動推進基金審査会（以下「審
査会」という。）の審査を受ける。37件
の応募で12件の採択。

８月～９月に申請受付。２月
にあらかじめ選考されたボラ
ンタリー団体等からのプレゼ
ンテーションを受け、審査会
が選考。3月決定。

選考に当たっては、審査会を
補佐するために設置された
「幹事会」が事前調査・点数
制評価を行い、その内容を審
査会に報告する。報告を受け
た審査会はプレゼンテーショ
ン対象団体等を決定し、当該
ボランタリー団体等から公開
でのプレゼンテーションを受
け、選考する。当日の審査の
後、同日にプレゼンテーショ
ンを行ったボランタリー団体
等に選考結果と講評を実施。
決定したボランタリー団体等
の名称及び事業名を公表。

選考され
たボラン
タリー団
体等の申
請書類
は、かな
がわ県民
活動サ
ポートセ
ンターで
縦覧。ま
た、応募
したボラ
ンタリー
団体等の
名称と事
業概要を
同サポー
トセン
ターのＨ
Ｐで公
表。

基金を設置し、そ
の運用益で事業を
実施。

なし（１８
年度に試行
的に実施
し、以後制
度化の予
定）

７月に事業
実施状況及
び会計状況
を事業実施
のボランタ
リー団体等
に訪問して
調査、3月中
に確認検査
を訪問して
実施。

中間段階（９
月末日時点）
及び事業終了
時（３月末日
時点）に、実
施状況報告書
とともに、評
価報告書をボ
ランタリー団
体等が提出。
３月に審査
会・幹事会合
同会議を実施
し、事業内容
について検
証・評価を行
う。また、基
金２１協働会
議（ＮＰＯ・
審査会幹事
会・県の三者
で構成）を通
じて制度等を
検証。

事業開始の平成１３年
度から１７年度までの
間、２４団体（実数）
に対して補助。地域社
会の抱える課題の解決
に取り組む先駆的な事
業を通じて得た成果を
生かし、補助事業終了
後も活発な活動を継続
し展開している。

１５年度に基金制
度検証ワーキング
及び評価制度検討
プロジェクトを実
施。
１６年度に新評価
方式を試行実施。
現在、プレゼン
テーションの実施
方法、継続事業の
評価審査のあり
方、事業終了後の
成果報告会の実施
などについて見直
し作業を実施中 。

継続事業の評価の方法（特
に中間年）、選考審査結果
の通知の方法、審査会の公
開性、協働事業負担金・ボ
ランタリー活動補助金・奨
励賞の３事業間の応募の取
扱い、申請書類等のＨＰ上
での公開など。



番号 自治体名
補助金制度の名
称及び開始年度

補助制度の背景・目的 補助の対象となる団体
補助の対象となる事業
（分類するとしたら、団体運営費的か
事業費的か）

総事業費
（千円）

補助率及び補助率の考え方、補助金上限
額、応募団体数のうちの採択団体数

スケジュール
審査方法及び審査結果の公表
項目（順位、点数）

情報公開
の方法

原資の調達（一般
財源か特定財源
（基金を設置して
実施している事
業））

成果報告会
の有無

確認検査の
有無、有の
場合、時期,
方法

事業の振り返
りの場の有
無、有の場合
は方法

評価 見直しの経緯
今後の課題及び見直しの予
定

10 石川県 ＮＰＯ活動協働
支援事業補助金
平成１７年度か
ら

〔背景〕県民のニーズが多様化・
高度化する中で、公平性・画一性
を求められる行政や対価に応じた
サービスを提供する企業では対応
が難しい個々のニーズにあったき
め細やかなサービスを提供するＮ
ＰＯについて行政（ＮＰＯの主な
活動の場となる市町）や企業との
協働が必要とされている。
〔目的〕ＮＰＯが行政、企業との
協働等を通じて事業費の半分をＮ
ＰＯ自身での調達を促すことで協
働の促進や資金の多様化、ＮＰＯ
の自立化を図ることを目的とす
る。

ＮＰＯ（法人格の有無は問わない） 　地域の課題を解決するために既存の
事業から新たな事業活動を進めるため
のプロジェクトについて支援する。会
議費、旅費交通費、印刷製本費、通信
費、諸謝金などの活動や事業に直接必
要な経費及び事業を実施するうえで必
要となる人件費、光熱水費等

3,000 補助率・・・１／２
補助金上限・・１団体１００万円
採択団体数・・８団体応募があったうち
５団体

募集期間：6/1～7/20
審査会：9月9日
交付決定：9月中
実施期間：交付決定後～3月
額の確定：実績報告書受理後

外部審査委員を含む審査会に
よる選考

審査結果の公表については、
採択団体と採択事業概要の
み。

webサイト 一般財源 無 有

中間及び事
業終了後

中間及び終
了後ともに
書類審査

無 　さまざまな分野のＮ
ＰＯから、行政には見
られない独創的な事業
企画案の提案があり、
多様化・高度化する地
域の住民ニーズに対応
するために必要な企画
力・プレゼンテーショ
ン力を養うとともに事
業費の半分を市町の補
助金、企業の協賛金、
利用者からの対価の徴
収などＮＰＯ自身で調
達させることで協働の
促進、ＮＰＯの自立化
につながった。

H14～H16
委託事業
　↓
H17
補助金事業

11 石川県 高齢者・女性の
事業型ＮＰＯ起
業支援補助金
平成１７年度か
ら

〔背景〕少子高齢化が進展する中
で地域社会の活力を維持するため
には、新たな働き手の確保が課題
であり、地域活動への高齢者や女
性の参画が求められている。
〔目的〕高齢者や女性を中心とし
た地域住民が主体となった事業活
動に意欲的な団体・グループの立
ち上げを支援することで地域が抱
える様々な課題解決に役立つビジ
ネスを実現するとともに雇用の創
出につなげる。

県内で高齢者（60歳以上）・女性が中心と
なってコミュニティビジネスを始めようと
する団体

※高齢者・女性が中心：高齢者・女性の合
計が法人の場合は理事・事務局職員総数、
任意団体については活動実員総数の1/2以
上の団体

　コミュニティビジネスの実施に必要
な２万円以上で耐用年数が２年以上の
備品購入費

1,000 補助率・・・１／２
補助金上限・・１団体50万円
採択団体数・・３団体応募があったうち
２団体

募集期間：7/25～8/31
審査会：11月11日
交付決定：11月中
実施期間：交付決定後～3月
額の確定：４月実績報告書受
理後

外部審査委員を含む審査会に
よる選考

審査結果の公表については、
採択団体と採択事業概要の
み。

webサイト 一般財源 無 有

事業終了後

終了後書類
審査

無 　コミュニティビジネ
スを行うＮＰＯの成功
事例が県内では、ほと
んどないため、立ち上
げても成功しないとあ
きらめている人も多く
いる現状が申請件数の
低さに現れている。
　 団塊の世代の大量退
職を控える中で、退職
後の受け皿として期待
される事業型ＮＰＯの
普及啓発、立ち上げ支
援を今後とも行ってい
く必要がある。

平成１７年度新規
事業

12 石川県 ＮＰＯ派遣研修
事業費補助金
平成１４年度か
ら

〔背景〕より時代のニーズにあっ
た公益的な活動ができるよう県内
ＮＰＯの人材の育成が求められて
いる。
〔目的〕県内のＮＰＯ関係者から
全国のＮＰＯ関係者による交流や
意見交換を目的に全国規模のＮＰ
Ｏが開催する行事等への参加を募
集し、派遣することでＮＰＯ活動
を担う人材の養成を図るととも
に、県内ＮＰＯの視野を拡大し、
活動の活性化を図る。

県内のＮＰＯの会員（同一年度内は１人１
団体を限度とする）

　全国のＮＰＯ関係者による交流や意
見交換を目的に全国規模のＮＰＯが開
催する行事へ参加する際の交通費等を
助成

250 補助率・・・１／２
対象経費・・会場までの交通費（交通費
実費及び宿泊料（5,000円程度）)並びに
参加者負担金（5,000円程度）
採択団体数・・１１団体

募集期間：4/26～8/16
申請書提出：行事開催の２週
間前まで
交付決定：書面審査により決
定
額の確定：実績報告書受理後

書面審査による決定

審査結果の公表は無し

無 一般財源 無 有

事業終了後

終了後書類
審査

無 全国的にＮＰＯ活動が
伸長していく中で全国
規模の様々なテーマで
のＮＰＯ関連の交流
会、意見交換会に参加
することで県内ＮＰＯ
活動の担い手の活性化
に役立った。

H14～H16
実費助成
　↓
H17
実費の1/2助成

　この事業の実施により県
内ＮＰＯの一定の裾野拡大
が図られたため終了する。
　今後は、この事業により
得られた知識を活用し、Ｎ
ＰＯが自主的に実際の活動
ができるように他事業によ
る支援策等を行っていく。

13 山梨県 山梨県地域活性
化促進事業費補
助金

平成２年に山梨県
地域づくり推進事
業助成金としてス
タート（平成12年度
に制度を見直し）

［背景］平成元年度に、地域の実情
に即した施策を実施するため、地域
振興基金（山梨県では「山梨ふるさ
とづくり基金」とした）に、交付税措
置が行われた。この運用益で平成２
年度から、地域の住民が主体となっ
て取り組む事業を支援することと
なった。
［目的］民間団体が地域の課題を自
主的に解決していく事業を支援する
ことにより、地域の活性化を図るこ
とを目的とする。

　県内に本拠があり、県内で活動する非営利
の民間団体（法人格の有無を問わない。）

（事業費的）
　福祉・保健、教育文化、国際交流、環
境、安全・安心なまちづくり等の分野にお
ける地域の課題を自主的に解決していく
事業。
　行政機関、財団法人など他の機関から
助成を受ける活動や、人件費等の経常的
な運営費は、補助の対象にならない。
　補助区分は以下のとおり。
【新規事業支援】新規事業に対する支援
【事業充実支援】継続事業に対する支援
【ネットワーク化支援】民間団体の連携、
交流を図る事業に対する支援

10,114千円 　事業費の１／２以内で、限度額は30万円、
下限は10万円。

①新規事業支援
 応募団体数　16団体
 採択団体数　13団体
②事業充実支援
 応募団体数　29団体
 採択団体数　29団体
③ネットワーク化支援
 応募無し

３月下旬～４月下旬　募集期
間
４月下旬　書類審査
４月下旬　交付決定

　書類審査
　審査結果については公表し
ていない。

（募集）
・ＷＥＢ
サイト
・ボラン
ティア
ボード
（県内３
３０箇所
に設置し
た掲示
板）

特定財源（山梨県
ふるさとづくり基
金の運用益）

無 有

事業終了後
の書類審査

無

平成18年度か
らは事業報告
会を開催する
予定。

　平成17年度までは、
個別事業に対しての評
価は行っていない。
　平成18年度からは個
別の事業の検証を実施
したい。

　県の組織再編、
市町村合併の進展
等の外部環境が変
化していることか
ら、平成17年度末
に次のとおり要綱
改正を行った。
・補助区分をモデ
ル的で事業効果が
広域に渡る事業
（チャレンジ事業
支援）と、県とＮ
ＰＯ等との協働事
業（協働促進事業
支援）に見直し
た。
・対象事業費を引
き上げた。（補助
限度額30万円→100
万円、最低事業費
10万円→30万円）
※安全・安心なま
ちづくり事業はそ
のまま継続
・書類審査に加
え、民間の委員を
加えた選考委員会
において審査を行
う。

（課題）
　備品については汎用性の
高いものもあり、採択の判
断が難しい。
　また、限定された地域で
の活動ではなく、事業効果
の広域に及ぶ事業の申請が
望まれる。

14 長野県 ＮＰＯ活動助成
事業

平成14年度から

［背景］
多様なニーズに対して適切なサー
ビスを供給するＮＰＯの活動の活
性化を図るため、ＮＰＯが実施す
る他に補助金等の制度がない事業
への助成制度を創設
［目的］
ＮＰＯが行う「先駆的・独創的な
事業」、「ＮＰＯと県との協働を
推進する事業」に対し助成するこ
とにより、市民が主体となって自
律的に活動できる環境整備のため
の支援を行う。

長野県内に事務所を有するＮＰＯ法人又は
これに準ずる団体（法人格を有しない民間
非営利組織、市民活動団体、ボランティア
団体）

対象事業：
①先駆的・独創的な事業
②ＮＰＯと県の協働を推進する事業
（協働事業）

対象経費：事業費
（謝金・賃金、旅費交通費、消耗品
費、印刷製本費、通信運搬費、使用料
及び賃借料）

8,250
(H17補助総
額）

［補助率］
対象経費の1／2以内　（千円未満の端数
切り捨て）
［考え方］
必要資金の半分は自ら確保することによ
り、自立的に事業を継続することを促進
する。
［補助金額］
①20万～50万円
②20万～75万円
［団体数］
応募40団体、採択18団体

年３回（４月、７月、10月）
に分けて募集・審査、交付決
定を行い、４月５日までに実
績報告書の提出を受け、額の
確定を行う。

［審査方法］
選考委員会による「書類審
査」及び「公開プレゼンテー
ション」
［公表項目］
評価点数、団体名、事業名

県ホーム
ページへ
掲載、プ
レスリ
リース

一般財源 無 有

事業終了時
に関係書
類・証拠書
類の検査、
面談等によ
り確認

有

フォローアッ
プ調査を実施
（事業成果、
地域の反響、
継続・発展の
見込み等につ
いての訪問聴
き取り調査）

平成14年度から17年度
までに、75団体に助成
フォローアップ調査の
結果から、制度内容
（募集回数、審査方法
等）は概ね好評であ
り、事業の継続・発展
や地域との連携が生ま
れたといった成果を上
げている。

・②協働事業の上
限を50万円から75
万円に変更
・実績報告書の提
出期限を３月20日
までから４月５日
までに変更
・変更承認申請が
不要な軽微変更の
範囲を「10%以内の
額の増減」から
「20%以内の額の増
減」に変更

未定



番号 自治体名
補助金制度の名
称及び開始年度

補助制度の背景・目的 補助の対象となる団体
補助の対象となる事業
（分類するとしたら、団体運営費的か
事業費的か）

総事業費
（千円）

補助率及び補助率の考え方、補助金上限
額、応募団体数のうちの採択団体数

スケジュール
審査方法及び審査結果の公表
項目（順位、点数）

情報公開
の方法

原資の調達（一般
財源か特定財源
（基金を設置して
実施している事
業））

成果報告会
の有無

確認検査の
有無、有の
場合、時期,
方法

事業の振り返
りの場の有
無、有の場合
は方法

評価 見直しの経緯
今後の課題及び見直しの予
定

15 滋賀県 第３回（2005
年）おうみＮＰ
Ｏ活動基金

平成１５年から

［背景］市民活動やＮＰＯに対す
る社会の関心が高まってる。市民
自らがＮＰＯ活動に取り組むこと
によって、２１世紀のいきいきと
した地域社会を形づくることに大
きな期待が寄せられている。

［目的］資金面等での基盤強化を
図り、ＮＰＯが経営力を高められ
るよう、助成事業を実施。

次のすべてに該当する特定非営利活動法人
または特定非営利活動法人に準じる団体
１．滋賀県内に活動拠点または事務所を有
すること
２．原則として継続的な活動が期待できる
ものであること

※特定非営利活動法人に準ずる団体とは、
特定非営利活動促進法別表に掲げる活動を
行う団体（任意団体を含む）で、定款、規
約等を持ち、組織として意思決定ができる
ものをいう。

（事業費的）
次のすべてに該当する事業
１．不特定多数のものの利益の増進に
寄与することを目的とする事業
２．非営利の事業
３．ＮＰＯが自主的に取り組む事業
４．次のいずれにも該当しない事業
　（１）宗教活動および政治活動
　（２）特定の公職者（候補者を含
む）または政党を推薦、支持、反対す
ることを目的とする事業

10,240 ●一つのＮＰＯに対する助成額は、年間
５０万円から３００万円まで
●助成期間は、２００５年１月から１２
月までの１年間。ただし、継続助成を受
けたい場合は、３年間、総額６００万円
を限度に継続申請できる
●助成事業に対する間接経費も助成対象
とするが、間接経費は助成額総額の４割
以内
●助成率は、助成対象経費の４分の３以
内

募集期間：H16.9/1～10/15
書類審査：H16.11/16
第2次審査：H16.12/12
採否のお知らせ：N16.12月中
旬
事業実施期間：H17.1月～
H17.12月
中間報告会：H17.9月
成果発表会：H18.2月

外部審査委員による一次審査
（書類）および二次審査（公
開プレゼンテーション）

第一次、第二次審査会とも非
公開

Ｗｅｂサ
イト、情
報交流誌

滋賀県、県内外の
企業や団体、一般
市民からの寄付を
もとに助成

滋賀県→財団
（一般財源）
H14年度　５千万円
H16年度　基金新規
枠増設のため３千
万円

有 有
成果発表会
後
完了届けの
提出
H18.2月

事業完了だけ
が目標でな
く、団体の組
織を自覚して
もらうために
事業サポート
としてサポー
ト委員を派遣
し、組織基盤
のふりかえり
を行う。

事務局の進捗状況
チェックを年３回行っ
たが、どの団体も事業
の進行管理は予定通り
出来ている。当助成は
組織基盤の確立を目指
した基金として運営を
したが、組織の自立ま
でいったところは少な
かく、支援のあり方を
考えるきっかけになっ
た。

新しく増設した助
成枠は、平成１７
年度から他の主体
との協働により社
会的課題を解決す
る取り組みとして
協働事業助成枠
と、滋賀県内の地
域において市民活
動を支える機能を
充実させる取り組
みとしてＮＰＯ活
動支援事業助成枠
である。

サポートを組織したが、実
績により個別事業でアドバ
イスを行うことが出来る人
にサポートを依頼する方法
に移行する。

16 兵庫県 ボランティア・
市民活動元気
アップアワード

アワードという新たな仕組みによ
り、県民の寄付の文化の意識の醸
成を図るとともに、一般投票と公
開審査を行うことで、県民とボラ
ンタリー活動団体をつなぎ、ボラ
ンタリーセクターの形成を目指
す。

県内で継続的に活動を行っているボランタ
リー活動団体

奨励金 2,150 50～1,000千円
１５団体

４月～
ひょうごボランタリー・スク
エア２１実行委員会における
討議
８月～
参加団体、資金提供者募集
１月
受賞（奨励金交付団体選定）

審査委員による書類審査及び
一般人による投票

Ｗｅｂサ
イト、開
催告知パ
ンフレッ
ト等

ひょうごボランタ
リー基金運用益、
企業等の協賛金
等

無 有

事業実施後
の書類検査

有
ひょうごボラ
ンタリー・ス
クエア２１実
行委員会

17 ひょうご
ボランタ
リープラ
ザ

県民ﾎﾞﾗﾝﾀﾘｰ活動
助成（平成１７
年度）

　県民の地域活動への主体的な参
加を促し、ﾎﾞﾗﾝﾀﾘｰ活動の裾野の
拡大や、活動の安定的かつ継続的
な発展を図るため、県民自らが行
うﾎﾞﾗﾝﾀﾘｰ活動に係る活動経費を
支援する。

・県内のボランティアグループ・団体
　(構成員：５人以上)
・ＮＰＯ法の定める１７分野の活動
・活動日数12日以上
 ※　その他要件あり

事業費的 76,230 補助率1/2　上限額3万円　採択団体数
2,541件
考え方：助成対象団体数と予算枠による

＜エントリー＞
1次募集：7/1～9/9
2次募集：12/22～1/13
＜交付申請＞
1次募集：10月～3月末
2次募集：2月～3月末
＜交付決定＞交付申請後随時

書類による要件審査 ひょうごボランタ
リー基金の運用益

無 無 有
ひょうごﾎﾞﾗﾝ
ﾀﾘｰﾌﾟﾗｻﾞ運営
協議会、同幹
事会、行政・
NPO協働会議
等

県民のボランティア活
動の裾野を広げるこ
と、及び市町社協と地
域のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体との繋
がりを作る事に役立っ
ている

18 ひょうご
ボランタ
リープラ
ザ

学 生 ボ ラ ン タ
リ ー 活 動 助 成
（ 平 成 １ ７ 年
度）

学生を対象とした入門教室、体
験・交流事業、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰの設
立準備に係る経費を支援し、学生
ﾎﾞﾗﾝﾀﾘｰ活動の理解と参加の促進
を図る。　　上限　10万円

学生を主たる構成員とするﾎﾞﾗﾝﾀﾘｰ活動団
体

事業費的 479 補助率10/10　上限額10万円　応募団体数
11件　採択団体数6件
考え方：助成対象団体数と予算枠による

募集期間：12/9～1/31
書類審査：2月上旬
交付決定：2月上旬
額の確定：4月上旬～下旬

書類審査
不採択となった団体には、主
な不採択理由を記して通知す
る

Ｗｅｂサ
イト

ひょうごボランタ
リー基金の運用益

有 有

事業実施後
の書類検査

有
ひょうごﾎﾞﾗﾝ
ﾀﾘｰﾌﾟﾗｻﾞ運営
協議会、同幹
事会、行政・
NPO協働会議
等

19 ひょうご
ボランタ
リープラ
ザ

立ち上げ支援助
成（平成１７年
度）

　ＮＰＯ法人等の立ち上げ期の必
要資金や事務所家賃等を助成す
る。
　①　３つ以上の他の団体に対し
て、ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾄｽﾍﾟｰｽとして提供す
るために、事務所の一部を改装も
しくは整備する場合
　②　公共の空きｽﾍﾟｰｽを活用し
て、複数の団体が共同で事務所を
新設する場合
　③　ＮＰＯ法人立ち上げ時（16
年度認証）に初めて事務所を賃借
する場合

①　主たる事務所が県内にあるＮＰＯ法人
又はＮＰＯ法人に準ずる団体
②　主たる事務所が県内にあるＮＰＯ法人
又はＮＰＯ法人に準ずる団体
③　主たる事務所が県内にある16年度中
に、認証を受けたＮＰＯ法人、又は、活動
を開始したＮＰＯ法人に準ずる団体
※　その他要件あり

団体運営費的

1,079

補助率：1/2助成　上限額：30万円
※　最大２４ヶ月助成可（１３ヶ月目以
降　助成率　１／４）
応募10件　採択5件

１次募集：7/1～31
書類審査・現地調査：8月中
選考委員会：8/31
交付決定：9月中

2次募集：10/3～11/30
書類審査・現地調査：12月～
1月中
選考委員会：2/14

実施期間：交付決定後～3月
額の確定：4月上旬～下旬

書類審査及び外部審査委員に
よる選考会
不採択となった団体には、主
な不採択理由を記して通知す
る

Ｗｅｂサ
イト

ひょうごボランタ
リー基金の運用益

無 有

現地検査
　交付決定
前
　②③につ
いては事業
実施後も

事業実施後
の書類検査

有
ひょうごﾎﾞﾗﾝ
ﾀﾘｰﾌﾟﾗｻﾞ運営
協議会、同幹
事会、行政・
NPO協働会議
等

20 ひょうご
ボランタ
リープラ
ザ

チャレンジ事業
助成（平成１７
年度）

　中間支援機能を有する団体の支
援を受けて、地域課題の解決やま
ちづくりに向けて、取り組むＮＰ
Ｏ法人等を応援する。
　①　斬新性が高く、その成果が
広く県民に及ぶことが期待される
事業を新たに展開しようとする場
合
　②　既存事業の拡大・発展を図
り、社会貢献度の高い場合
　※　２カ年にわたる事業実施可
能

・主たる事務所が県内にあるＮＰＯ法人又
はＮＰＯ法人に準ずる団体
・事業内容が、継続性、社会的ニーズ及び
事業効果が高いこと
・中間支援組織の支援（企画時もしくは実
施時）を受けていること

事業費的

3,640

補助率：10/10　上限額：①100万円
②50万円
応募36件、採択5件

募集期間：7/1～7/31
書類審査：8月中
選考委員会：9/16
交付決定：10月中
実施期間：4月～3月
額の確定：4月上旬～下旬

書類審査及び外部審査委員に
よる選考会
不採択となった団体には、主
な不採択理由を記して通知す
る

Ｗｅｂサ
イト

ひょうごボランタ
リー基金の運用益

無 有

現地検査
　随時

事業実施後
の書類検査

有
ひょうごﾎﾞﾗﾝ
ﾀﾘｰﾌﾟﾗｻﾞ運営
協議会、同幹
事会、行政・
NPO協働会議
等

１７分野全ての活動に
ついて応募できるた
め、非常に好評を得て
いる。

応募数に対して助成枠が少
ない

21 ひょうご
ボランタ
リープラ
ザ

Ｎ Ｐ Ｏ パ ワ ー
アップ助成（平
成１５年度）

ＮＰＯの活動基盤を強化する。
①ITによる情報公開、②定期機関
紙の発行、③普及啓発事業の実
施、④役職員等の研修会等への参
加、⑤ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ能力向上のための
体制整備の5項目達成を奨励す
る。

・主たる事務所が県内にあるＮＰＯ法人又
はＮＰＯ法人に準ずる団体
・初回申請の場合は３項目以上の基準を満
たしていること

団体運営費的 3,700 1項目につき5万円
助成件数：24団体74件

募集期間：9/1～12/22
書類審査：9月～1月中
交付決定：随時

書類による要件審査 ひょうごボランタ
リー基金の運用益

無 無 有
ひょうごﾎﾞﾗﾝ
ﾀﾘｰﾌﾟﾗｻﾞ運営
協議会、同幹
事会、行政・
NPO協働会議
等

NPO法人が年に200程度設立
されており、予算上、この
ままでは他の助成事業を圧
迫する。
項目・単価の検討が求めら
れている

22 ひょうご
ボランタ
リープラ
ザ

インターン助成
（ 平 成 １ ７ 年
度）

海外及び国内の先進事例、現状の
調査研究を支援する。

県内に主たる事務所を置くＮＰＯ法人また
はＮＰＯ法人に準ずる団体の新任の事務局
長もしくは将来管理運営の職に就く意欲の
ある者

団体運営費的 0 海外30万円限度　国内15万円限度
応募2件 採択無し

１次募集：7/1～31
書類審査：8月中

2次募集：10/3～11/30
書類審査：12月中

書類審査及び外部審査委員によ
る選考会
不採択となった団体には、主な不
採択理由を記して通知する

Ｗｅｂサ
イト

ひょうごボランタ
リー基金の運用益

有 有
実施後の書
類審査

有
ひょうごﾎﾞﾗﾝ
ﾀﾘｰﾌﾟﾗｻﾞ運営
協議会、同幹
事会、行政・
NPO協働会議
等

ｸﾞﾙｰﾌﾟでの申請、従
たる目的としての資
格取得を認めること
とした

23 ひょうご
ボランタ
リープラ
ザ

中間支援活動助
成（平成１７年
度）

ネットワーク構築、調査研究、講座
等の開催、相談事業等を行おうとす
る中間支援活動のﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟを図
る。

・ﾈｯﾄﾜｰｸ構築、調査研究、講座等の開設、
情報提供・相談等の中間活動・事業を行
い、一定以上の基準を満たすＮＰＯ法人
等・法人税法に規定された収益事業を行っ
ている場合は、管轄の税務署に法人税の申
告を行っていること。※その他要件あり

事業費的

5,000
補助率：10/10　上減額：100万円
応募14件　採択5件

募集期間：7/1～7/31
書類審査：8月中
選考委員会：8/31
交付決定：9月中
実施期間：4月～3月
額の確定：4月上旬～下旬

書類審査及び外部審査委員によ
る選考会
不採択となった団体には、主な不
採択理由を記して通知する

Ｗｅｂサ
イト

ひょうごボランタ
リー基金の運用益

無 有

現地検査
　随時

事業実施後
の書類検査

有
ひょうごﾎﾞﾗﾝ
ﾀﾘｰﾌﾟﾗｻﾞ運営
協議会、同幹
事会、行政・
NPO協働会議
等

24 和歌山県 ＮＰＯ活動支援
地域センター事
業費補助金
平成１７年度開
始

県内には県ＮＰＯサポートセン
ター以外に中間支援組織がなかっ
たことから、中間支援組織を立ち
上げる民間の動きを支援するため
に制定した。将来的には、県ＮＰ
Ｏサポートセンターを中心とした
中間支援組織のネットワーク化を
図る。

和歌山県内において地域のＮＰＯ活動を支
援するための施設を設置し、又は運営管理
する団体（中間支援組織）

①ＮＰＯ活動支援地域センター設備整
備事業
②ＮＰＯ活動支援地域センター管理運
営事業（家賃補助）

3,036 補助率１０／１０　　　　　　　　　補
助金上限額
①1,836千円
②1,200千円
応募団体１、採択団体１

募集期間：7/8～8/1
プレゼンテーション及び審査
：8月9日
交付決定：8月30日
実施期間：交付決定後～3月
額の確定：4月上旬

県庁内部委員による審査
選定団体名のみ

ホーム
ページ

一般財源 無 有
事業終了後

無 設備面での支援はでき
たが、中間支援組織と
しての役割を担えるま
でにはなっていない。

－ １８年度は②ＮＰＯ活動支
援地域センター管理運営事
業を継続するが、１９年度
以降は、財政的支援以外の
方法も含めて検討する。

25 鳥取県 鳥取県非営利公
益活動広報補助
金

平成１６年度

県民の非営利公益活動への理解や
参加を促進するため

非営利で公益を目的とした団体（法人格の
有無を問わない）

○　事業費的
県民の非営利公益活動への理解や参加
を促進するため、ＮＰＯ・ボランティ
ア団体が自らの活動をチラシ・ホーム
ページ等で広報する経費に対して助成

3,000 補助事業を実施するために必要と県が認
める経費から補助事業に係る収入を差し
引いた額とし、１０万円を限度。申し込
み順で予算の範囲内で補助。
○　３０団体採択

年度内、随時 特になし ホーム
ページで
公開

一般財源 無 有
実績報告書
に基づき検
査、書類検
査

無 無 無 無



番号 自治体名
補助金制度の名
称及び開始年度

補助制度の背景・目的 補助の対象となる団体
補助の対象となる事業
（分類するとしたら、団体運営費的か
事業費的か）

総事業費
（千円）

補助率及び補助率の考え方、補助金上限
額、応募団体数のうちの採択団体数

スケジュール
審査方法及び審査結果の公表
項目（順位、点数）

情報公開
の方法

原資の調達（一般
財源か特定財源
（基金を設置して
実施している事
業））

成果報告会
の有無

確認検査の
有無、有の
場合、時期,
方法

事業の振り返
りの場の有
無、有の場合
は方法

評価 見直しの経緯
今後の課題及び見直しの予
定

26 島根県 県民との協働に
よる島根づくり
事業

（平成１７年
度）

ＮＰＯ法人・住民グループ・企業
と行政との協働を一層促進するた
め、さまざまな分野について、地
域貢献につながる実践事業案を募
集し事業化する

島根県内のＮＰＯ法人
住民グループ
企業

・公共性、公益性が高く、地域社会へ
の貢献が期待されるもの
・先進性に富み、地域振興に資するモ
デル性を有するもの
・提案者自らが実施するもの・・等

自由提案部門・・・補助
テーマ設定部門・・委託

40,000

(補助
 
31,500）

・補助率　十分の十
・補助金上限額　2,000 千円
・応募団体数　５７
　　　　　　　（補助　４８）
・採択団体数　４０
　　　　　　　（補助　３４）

・第１回
　募集　4/28～5/31
　第一次審査 7/7
　第二次審査　7/15
　決定　7/20
・第２回
　募集　7/11～7/29
　第一次審査　9/8
　第二次審査　9/15
　決定　9/21

・第一次審査
　　県民いきいき活
　　動庁内推進会議

・第二次審査
　　審査委員会

・採択結果公表

ホーム
ページ

一般財源 １８年度実
施予定

・有

・時期
　事業終了
時

・方法
　書類検査

１８年度、意
見交換会、検
証会実施予定

１８年度、意見交換
会、検証会実施予定

ー ・募集時期の見直し（１８
年度から前年度募集）
・審査方法の見直し（１８
年度から審査委員会を第一
次審査に変更）

27 高知県 公益信託こうち
ＮＰＯ地域社会
づくりファンド
平成11年度から
（H18よりハード
整備助成コース
を追加）
※当事業は県が
資金を出えんし
ているが、事業
の運営、審査等
は全て信託先銀
行が実施してい
る。

〔背景〕平成10年度に策定した
「社会貢献活動推進支援条例」及
び「社会貢献活動支援推進計画」
に基づき、ＮＰＯの育成と活動の
充実、拡大のための支援策を検
討。ＮＰＯの財政面の課題解決の
ために、県が一定の財産を市中銀
行に信託するとともに、民間の資
金も活用する公益信託を創設。
〔目的〕ＮＰＯが活動を継続的か
つ円滑に推進していくために、Ｎ
ＰＯの自主性、自立性を尊重し、
ＮＰＯ団体や県民、企業の社会貢
献活動を促進するため公益信託を
設置。ＮＰＯによる地域社会づく
り活動への助成を行い、民間と行
政のパートナーシップによる新し
い社会づくりを推進する。

社会貢献活動を継続的に行う法人その他の
団体

（事業費的）
・活動助成
①地域社会の発展に役立つ次に掲げる
社会貢献活動を対象とする。ただし、
宗教的政治的宣伝意図を有するもの及
び営利を目的としたものは除く。（特
定非営利活動促進法別表1～16に掲げる
活動）
②①の公共的サービスを直接的に向上
させる活動

5,000
（年間5,000
千円を上限
に助成）

・助成額：事業経費の1/2以内
・助成限度額：1団体500千円（団体の立
ち上げ助成は1団体250千円）
・採択団体数：24団体応募のうち14団体

募集期間：H17/1/4～2/15
公開プレゼンテーション：
H17/3/6
採択：H17/3/7
助成金給付：H17/4/6
実施期間：H17/4/1～
H18/3/31
中間活動報告会：H18/9/25
最終活動報告会：H18/4/23

民間の運営委員による審査。
審査結果については、採択団
体には助成金額、資金使途を
通知。不採択団体には不採択
の通知。

Webサイト
新聞への
掲載

一般財源 有 有
書類審査
（書類審査
は事業終了
後）

有
最終活動報告
会において、
運営委員との
意見交換

H16に評価を実施。H11
～15の助成先78件へア
ンケート調査。①助成
先の自己評価　②数値
面（財政規模、会員数
等）での効果　③①②
の結果により運営委
員、信託先銀行、当課
による評価を実施。
助成先はほぼ全ての団
体が継続して活動を行
い、ＮＰＯ法人化した
団体や全国的にも著名
な活動を行っている団
体も出てきていること
から、ファンドがＮＰ
Ｏの基盤整備の充実や
活動の継続に果たして
いる役割は大きい。ま
た、ファンドで実施し
た事業は、より公益性
の高い事業が採択され
事業目的が十分達成さ
れるよう実施されてい
ることから、より良い
地域社会の形成に効果
があったと判断。

・助成先へのアン
ケート結果では、
助成率（1/2）を上
げてほしいという
要望が多かった
が、助成後も継続
して事業を行って
いくためには、団
体自身で資金を確
保していくことも
必要であることか
ら、引き上げは行
わなかった。
・報告会について
は、会場や方法等
について信託先銀
行と話し合いなが
ら、より効果が上
がるよう見直して
いる。

①信託先銀行と連携を取り
ながら、報告会（中間、最
終）の方法やあり方を検討
しＮＰＯの活動を社会（特
に行政）に知らせていくこ
と。②ＮＰＯファンドをPR
し社会的な認知度を上げ、
民間からの寄附につなげて
いくこと。③受益者（住
民）からの評価を実施する
こと。④継続的に事業評価
を行っていくこと。
当ファンドへの県からの出
えんはH20までの予定。H21
以降については、今後検討
していく。

28 佐賀県 炎博記念地域活
性化事業費補助
　
平成１６年度

[背景]これからの県政は、ＣＳＯ
の活性化と自立が図られ、新しい
公共サービスの担い手になること
が求められている。
[目的]地域活動団体のより優れた
企画提案に対し助成することで、
ＣＳＯによる自主的、主体的な住
民参加の地域活動を推進する。

ＣＳＯ(市民社会組織)
※ＮＰＯ法人、市民活動・ボラ
　ンティア団体に限らず、自治
　会・町内会、婦人会、老人会
　やＰＴＡといった組織・団体
　も含めて「ＣＳＯ」と呼称

　自主的、主体的に新たに又は発展的
に取り組む実践活動で、広く県民が参
加できる公益的な事業（施設・設備整
備は対象外）

35,833千円
(補助実績)
※平成18年
度予算
67,000千円

１０／１０
　補助率の考え方…新規事業へ取り組む
ＣＳＯが対象であることから10/10補助と
した。
①はじめの一歩部門
　これから新たに自主的な地域活動に取
り組むため、事業活動を始めるための事
前調査や活動を具体化させるためのワー
クショップなどの準備段階の活動を支援
　・補助金上限額100千円
　・応募26団体⇒採択26団体
　　(高齢者活動枠として10団体優先)
②地域づくり活動部門
　自主的に新たに又は発展的に取り組む
さまざまな地域活動を支援
　・補助金上限額500千円
　・新規
　　　応募69団体⇒採択52団体
　・継続　25団体
　※地域づくり活動部門は３年間継続補
助

①新規の企画提案の募集
　(４月中旬～)
②新規団体からの応募
　(～４月末日)
③新規採択のための審査会
　(書類審査、公開プレゼン
　テーション)
　(５月中旬)
④採択事業決定
　・継続採択４月
　・新規採択６月
⑤事業実施
　・継続採択４月～
　・新規採択６月～
⑥成果発表会(９月、３月)
⑦実績報告書提出(３月)

　県庁外の第三者を含む審査
会実施
　・事前書類審査
　・団体からプレゼ
　　ンテーション
　なお、プレゼンテーション
は公開の場で実施
　結果公表項目として、順
位・点数を公開

Ｗｅｂサ
イト

特定財源(世界・炎
の博覧会記念基
金）

有 有
適宜現地調
査

有
事務受託ＣＳ
Ｏとコーディ
ネーターを交
えて実施(予
定)

　平成16年度と17年度
に120団体に対し、支援
を行ってきた。
　支援を受けることで
地域活動が活性化して
おり、他地域へ活動の
輪が広がっている。

　平成17年度に補
助事業利用の利便
性を図るため、科
目間流用規制の項
目を削除。
※事業内容の大
　幅な変更を伴
　わない場合、
　に限定
※事業費の３割
　以上の増減の
　場合は事前承
　認が必要

３年間の継続支援終了後の
ＣＳＯへの支援

29 佐賀県 ＣＳＯ活動拠点
整備事業費補助

平成１６年度

[背景]これからの県政は、ＣＳＯ
の活性化と自立が図られ、新しい
公共サービスの担い手になること
が求められている。
[目的]地域の活動の拠点となる
「ＣＳＯ活動拠点（ＣＳＯ活動支
援オフィス）」の設置に支援する
ことで、ＣＳＯが集い、地域の課
題について話し合い解決に取り組
める場所、情報交換や発信、ＣＳ
Ｏのネットワーク化を促す。

ＣＳＯ(市民社会組織)
※ＣＳＯ活動支援オフィスは、公共サービ
ス提供の一翼を担うことから、公益活動を
目的に県内に事務所を置き、市町との連携
(情報交換など)を円滑に行える団体

○施設改修費等：ＣＳＯ活動支援オ
フィスとしての機能（事務所・会議・
交流・作業・情報収集・提供などのス
ペース）を有するために　必要な建物
改修費と、事務机、イス、会議用テー
ブル、キャビネット、ホワイトボー
ド、レターケース、コピー機、電話
機、パソコン
などの備品購入費
○維持管理費：賃料、光熱水費、ス
タッフ人件費、広報費、通信運搬費、
消耗品費など
※2年目、3年目は維持管理費のみ補助
対象

12,000千円
(補助実績)
※平成18年
度予算
19,200千円

１０／１０
　補助率の考え方…新規にＣＳＯ拠点設
置を行うＣＳＯが対象であることから
10/10補助とした。
○１年目
　・補助金上限額4,800千円
　　　応募４団体⇒採択２団体
○２年目、
　・補助金上限額1,200千円　１年目
　　　継続　２団体
　※３年間継続補助

①新規の企画提案の募集
　(６月下旬～)
②新規団体からの応募
　(～７月末日)
③新規採択のための審査会
　(書類審査、公開プレゼン
　テーション)
　(８月中旬)
④採択事業決定
　・継続採択４月
　・新規採択10月
⑤事業実施
　・継続採択４月～
　・新規採択10月～
⑥成果発表会
⑦実績報告書提出(３月)

県庁外の第三者を含む審査会
実施
　・事前書類審査
　・団体からプレゼンテー
ション
なお、プレゼンテーションは
公開の場で実施
結果公表項目として、順位・
点数を公開

Ｗｅｂサ
イト

一般財源 無 有
適宜現地調
査

無 ○ＣＳＯの活性化、自
立活動が図られた。
・地域に設立されたＣ
ＳＯが入居を開始
・活動拠点を活用した
新たな取組へと発展
○ＣＳＯのネットワー
ク化が図られた。
・ＣＳＯ活動拠点に行
けば、地域の行事、イ
ベント情報の入手が可
能
・ＣＳＯ自らの情報発
信が可能（各支援オ
フィスのＨＰ活用が
可）
○ＣＳＯ活動拠点が市
町の空き公共施設等に
設置されたことで、施
設の有効利用が図られ
た。

３年間の継続支援終了後の
ＣＳＯへの支援

30 鹿児島県 共生・協働の地
域社会づくり助
成事業

平成１７年度か
ら

【背景】
行政需要が多様化し，急速な少子
高齢化が進展するなかで，県，市
町村及び県民がともに協力し，支
え合う地域社会づくりが必要と
なった。
【目的】
県・市町村及び県民がともに支え
合う共生・協働による活力ある地
域社会づくりを推進する。

地域の自治会，ボランティア団体，ＮＰＯ
法人，その他の営利を目的としない団体
（法人格の有無は問わない）

共生・協働による活力ある地域社会づ
くりを推進する上でモデルとなるよう
な先駆的・創造的な事業で，団体が，
①新たに実施するもの，又は②既存事
業を発展的に向上・拡充するもの。
但し，次の要件に該当すること
　①公益的な事業であること。
　②物品販売等の営利を目的と
　  した事業でないこと。
　③他の補助・助成・委託を受
    けている事業でないこと。

10,000 補助率…助成対象経費の１／２以内
補助金上限…１００万円
　　　　　（千円未満は切り捨て）

採択団体…６３団体から６５件の
　　　　　応募があり，１６団
　　　　　体・１６件に対して助
　　　　　成

募集期間：6/6～7/20
募集説明会：6/13～6/17
書類審査：6月下旬～8月下旬
事業委員会：9/1
助成事業決定：9/5
交付決定：9月中旬
事業期間：交付決定後～２月
末
額の確定：3月上旬～下旬
成果報告会：H18/7/27

担当部局による書類審査及び
学識経験者等を含む「共生・
協働の地域社会づくり事業委
員会」による評価・審議を踏
まえ，選考・決定

Webサイト 特定財源 有
・共生・協
働推進大会
の場におい
て，代表４
団体が発表
する。
・事業概要
パネル等の
展示，及び
成果報告書
による報告

有
・事業終了
後，書類検
査

無 初年度である平成17年
度にモデル的な活動と
して助成した事業が，
今年度も地域のＮＰＯ
等により継続して実施
されるなど，共生・協
働の地域社会づくりに
一定の成果があった。

平成18年度は，事
業実施期間を長く
するため，決定ま
でのスケジュール
を２ヶ月ほど早め
た。

無


